
『捜真幼稚園さくら会』規約 

 

前文 

捜真幼稚園さくら会は、捜真幼稚園が２０１１年に創立５６周年を迎えたことを期に、設立された。 

本会は捜真幼稚園が教育理念を実践するために支援を行う。 

 

第１条（名称） 

 本会は捜真幼稚園さくら会と称する。 

 

第２条（目的） 

 本会は捜真幼稚園の発展を願い見守ることを目的とする。 

 

第３条（事務所） 

 本会は、事務所を横浜市神奈川区栗田谷４２－４３捜真幼稚園内に置く。 

 必要に応じて他に従たる事務所を置くことができる。 

 

第４条（支部） 

本会は、必要に応じて支部を設置することができる。 

 

第５条（事業） 

本会は、目的達成のために次の事業を行う。 

 １．捜真幼稚園の支援に関する事業。 

 ２．会員の交流。 

 

第６条（会員） 

本会の会員は次の各号に該当する者で、本会に入会の申し込みをした者とする。 

 １．捜真幼稚園卒業生ならびに保護者 

 ２．捜真幼稚園現教職員および旧教職員 

 ３．その他、本会の趣旨に賛同するもの 

 

第７条（会費および寄付） 

 １．入会金はひとり１,０００円とする。 

 ２．本会は会員その他より随時寄付を受けることができる。 

 

第８条（退会） 

 本会の会員は下記により退会とする。 

 １．書面による退会の届出 

 ２．本会の名誉を謗る行為があり、会長より退会を申し渡された場合 

 

第９条（役員） 

 １．本会に次の役員を置くこととし、総会において選出する。 

   



（１）会長   １名 

  （２）副会長  若干名 

  （３）書記   若干名 

  （４）会計   若干名 

 ２．役員の任期は１期２年とし、２期までの再任を認める。 

 ３．役員が任期途中で退任した場合には、後任役員の任期は前任者の残存任期とする。 

 ４．会長が欠けた場合会長の職務はあらかじめ定められた順位により副会長が代行する 

 

第１０条（委員及び委員会） 

  １．本会は運営委員(以下「委員」という)を置き、会長が総会に推薦し、総会において 

    選任する。 

 ２．委員は会長、副会長、会計、書記とともに委員会を構成する。 

 ３．委員会は会長の指示に従って会務を補佐・執行する。 

 ４．委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 ５．委員は任期満了後も後任者が就任するまで職務を継続する。 

 

第１１条（監事） 

 １．本会に監事を置き、毎年度会計監査を行う。 

 ２．監事は、総会において選任し、任期は２年とする。 

 ３．監事は、役員または委員を兼ねることができない。 

 

第１２条（総会） 

 １．総会は毎年１回ホームカミングデーの際に行う。 

 ２．会長が必要と認めた場合には臨時総会を開くことができる。 

 ３．総会に召集に当たっては、開催日の２週間前までに、会議の目的、日時、場所を 

会員に知らせる。 

 ４．総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の時は会長が決する。 

 

第１３条 

 本会の会計年度は、毎年総会開催月に始まり、翌年総会前月末に終わる。 

 

第１４条（経費の支弁） 

 本会運営上必要な経費は、入会金、その他の収入をもって支払う。 

 

第１５条（規約の変更） 

 本会の規約は総会の決議を経た後、変更することができる。 

 

第１６条（解散） 

 １．本会は、総会の決議を経た後、解散する。 

 ２．残余財産は全額、学校法人捜真バプテスト学園捜真幼稚園に寄付するものとする。 

 

この規約は、２０１２年２月４日の総会において承認されたのち、同日から執行する。 



 


